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訳

Ⅰ
．
は
じ
め
に

啓
蒙
主
義
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
時
代
か
ら
一
九
世
紀
に
変
わ
る
際
に
、
新
し
い
刑
法
に
つ
い
て
の
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
問

い
は
、
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
一
八
一
三
年
公
布
の
バ

イ
エ
ル
ン
刑
法
典
を
通
じ
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
前
身
を
創
造
し
、
ま
た
、
現
在
の
ボ
ン
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
及
び
刑
法
典
一

翻　

訳

一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
三
八
）

条
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
絶
対
的
に
妥
当
す
べ
き
明
確
性
の
原
則
（B

estim
m

theitsgrundsatz

）
の
最
も
名
高
い
提
唱
者

（W
egbereiter

）
の
一
人
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
近
代
刑
法
の
父
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
は
、
こ
の
彼
の
近
代
刑
法
へ
の
功
績
に
つ
い
て
追
う
こ
と
に
す
る
。

そ
の
際
、
ま
ず
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
基
本
的
な
考
え
と
本
質
的
な
原
則
を
概
観
す
る
（
Ⅱ.

）。
こ
こ
で
の
対
象
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
に
よ
る
、
刑
の
目
的
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
意
味
で
の
刑
の
目
的
論
（S

tragzw
ecktheorie

）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
ま
た
、

そ
こ
か
ら
派
生
す
る
明
確
性
の
要
求
（B

estim
m

theitsgebot

）
及
び
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
考
え
て
い
た
ふ
さ
わ
し
い
刑
罰
の
観
念

（seine V
orstellungen angem

essener S
trafe

）
と
い
う
も
の
も
対
象
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
へ
の
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
（S

pur

）
を
探
る
こ
と
と
す
る
（
Ⅲ.

）。

Ⅱ
．
基
本
的
な
考
え
と
本
質
的
な
諸
原
則

１
．
哲
学
と
法
律
学
の
関
係
に
つ
い
て

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
基
本
的
な
考
え
と
そ
の
活
動
は
、
ま
ず
、
哲
学
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
、
息
子
の
ア
ン
ゼ
ル
ム
に
宛
て
た

手
紙
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
少
年
時
代
の
始
め
の
頃
に
は
、
私
は
法
律
学
が
大
嫌
い
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
今
な
お
、
学
問
と
し
て
は
法
律
学
に
は
魅
力

を
感
じ
ら
れ
な
い
。
私
は
、
歴
史
、
及
び
、
特
に
哲
学
に
、
大
き
な
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

二



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
三
九
）

一
度
、
職
業
と
名
誉
の
た
め
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
と
り
わ
け
、
経
済
的
な
困
窮
か
ら
、
き
っ
ぱ
り
と
、
現
実
の
生
活
を
受
け

止
め
る
新
た
な
方
向
へ
の
折
り
合
い
を
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

「
そ
こ
で
私
は
、
す
ば
や
く
し
か
し
確
固
と
し
た
決
意
を
も
っ
て
、
嫌
い
な
法
律
学
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。
や
が
て
法
律

学
は
私
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
苦
手
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。」

刑
法
学
に
転
向
す
る
際
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
哲
学
に
対
す
る
情
熱
を
パ
ン
と
し
て
の
学
問
（
生
き
る
た
め
の
術
と
し
て
の
学
問
。

B
rotw

issenschaft

）
の
法
律
学
と
結
び
つ
け
た
。
そ
の
際
、
カ
ン
ト
哲
学
の
信
奉
者
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
法
と
道
徳
を
区
別
す
る

こ
と
が
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
実
定
法
は
、
簡
単
に
は
、
道
徳
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
法
律
学
に
と
っ
て
の

哲
学
も
重
要
で
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
が
な
け
れ
ば
、
法
律
学
は
愚
か
な
ま
ま
で
あ
る
、
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
書
い
て
い
る
。

哲
学
的
に
思
慮
深
く
法
を
教
え
る
も
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
家
の
立
法
者
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
実
定
法
は
優
位
に
あ
る
。
彼
の
教
科
書
に

は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
共
通
刑
法
の
源
は
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
、
哲
学
が
積
極
的
に
法
的
な
諸
規
定
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
限
り
に
お

い
て
は
、
刑
法
の
哲
学
で
あ
る
。」

三



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
四
〇
）

２
．
刑
の
目
的
論
、
刑
と
刑
の
量
定
に
つ
い
て

ａ
）
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
の
目
的
論

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
刑
法
理
論
に
お
い
て
常
に
現
実
的
な
問
題
で
あ
る
刑
の
目
的
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
。

国
家
を
法
的
な
状
態
を
築
く
も
の
、
従
っ
て
、
法
の
法
律
に
よ
り
人
間
の
共
同
生
活
と
し
て
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
次
の
よ
う
に
推
論
す
る
。

「
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
っ
て
も
法
を
犯
す
こ
と
は
、
国
家
の
目
的
に
反
す
る
…
従
っ
て
、
国
家
は
、
法
違
反
を
そ
も
そ
も
不

可
能
に
す
る
よ
う
な
準
備
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
、
ま
た
義
務
付
け
ら
れ
る
。」

こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
心
理
的
に
「
強
制
す
る
準
備
」（Z

w
angsanstalten

）
が
必
要
と
な

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
は
、
国
家
は
、
全
て
予
防
的
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
抑

圧
的
な
観
点
で
は
、
全
て
の
損
害
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
効
果
的
で
行
き
届
い
た
強
制
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
こ
れ
に
加
え

て
、
ま
ず
は
、
犯
罪
行
為
を
行
い
う
る
よ
う
な
市
民
に
心
理
的
な
影
響
（
威
嚇
）
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
従
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
法
に
違
反
し
な
い
よ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
心
理
的
な
強
制
と
と
も
に
、
法
を
犯
す

前
に
先
行
し
て
い
る
他
の
最
も
好
ま
し
い
強
制
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
強
制
は
心
理
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
。」

四



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
四
一
）

こ
の
表
現
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
心
理
強
制
説
（psychologische Z

w
angstheorie

）
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
心
理
強
制
説
は
、
全

て
の
法
を
犯
す
原
因
は
、
感
覚
性
、
す
な
わ
ち
、
感
性
的
衝
動
の
中
に
（in einem

 “sinnlichen A
ntrieb ”

）
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
認
識
の
結
論
（
こ
の
認
識
は
、
後
に
、
ガ
ー
リ
ー
・
Ｓ
・
ベ
ッ
カ
ー
ス
（G

ary S
.B

eckers

）
の
提
唱
す
る
合

理
的
な
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
（
合
理
的
選
択
の
理
論
）（R

ational C
hoice A

pproach 

（T
heorie der rationalen W

ahl

））
に
類
似
す
る
も
の
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
誰
も
が
、
満
足
し
な
い
犯
罪
行
為
の
動
機
か
ら
生
じ
る
嫌
悪
の
気
持
ち
よ
り
も
、
所
為
の
後
に
不
可
避
的
に
生
じ
る
害
悪
の

ほ
う
が
よ
り
大
き
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
感
性
的
衝
動
を
止
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

そ
の
際
、
本
来
の
刑
罰
の
目
的
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
法
律
に
よ
っ
て
刑
を
示
し
て
、
予
め
犯
罪
を
行
わ
な
い
よ
う
に
脅
し
て
お
く
目
的
は
、
全
て
の
者
、
す
な
わ
ち
、
法
を
犯
す

と
い
う
ひ
ょ
っ
と
し
て
あ
り
う
る
全
て
の
侮
辱
者
に
対
す
る
威
嚇
で
あ
る
。
刑
罰
を
加
え
る
と
い
う
目
的
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば

威
嚇
が
な
い
（
効
果
的
に
は
な
ら
な
い
）
の
と
同
じ
く
、
法
に
よ
る
威
嚇
を
効
果
的
に
す
る
理
由
付
け
に
な
る
。」

全
て
の
者
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
相
互
的
な
自
由
（die w

echselseitige F
reiheit

）
を
得
る
必
要
性
か
ら
刑
罰
は
科
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
こ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
刑
罰
は
特
別
予
防
効
果
を
持

五



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
四
二
）

つ
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
②
刑
罰
は
道
徳
的
な
復
讐
で
な
い
こ
と
、
③
刑
罰
は
道
徳
的
な
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
異
文
（
原
典
批
判
に
よ
る
異
本
校
合
に
よ
る
）
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
刑
の
一
般
予
防
効
果
の
ア
プ

ロ
ー
チ
（A

nsatz

）
を
認
め
る
擁
護
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

ｂ
）
一
八
一
三
年
公
布
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
刑
罰
の
種
類

そ
こ
で
、
次
に
、
私
は
、
一
八
一
三
年
公
布
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
刑
罰
の
種
類
に
つ
い
て
、
概
観
す
る

こ
と
と
す
る
。

「
Ｉ
．
死
刑
（T

odesstrafe

）、
Ⅱ
．
刑
務
所
に
お
い
て
終
身
に
わ
た
っ
て
鎖
で
拘
束
を
す
る
刑
（K

ettenstrafe

）、
Ⅲ
．
肉
体
労

働
を
伴
う
懲
役
刑
（Z

uchthaus

）、
Ⅳ
．
懲
役
刑
（S

trafarbeitshaus

）、
Ⅴ
．
城
砦
に
閉
じ
込
め
る
禁
錮
刑
（F

estungsstrafe

）、

Ⅵ
．
名
誉
及
び
侮
辱
刑
（E

hren-und dem
üthigende S

trafen

）、
Ⅶ
．
身
体
刑
（körperliche Z

üchtigung

）、
Ⅷ
．
刑
務
所
ま
た
は

要
塞
へ
の
隔
離
（G
efängniß oder F

estungsarrest
）、
Ⅸ
．
財
産
刑
（V

erm
ögensstrafen

）」

刑
務
所
に
お
い
て
通
常
は
終
身
に
わ
た
っ
て
鎖
で
拘
束
を
す
る
刑
（K

ettenstrafe

）
に
つ
い
て
、
概
観
す
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
七

条
一
文
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
こ
の
刑
罰
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
判
決
に
既
判
力
が
生
じ
た
時
点
か
ら
、
民
事
法
上
は
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
。」

六



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
四
三
）

こ
の
こ
と
は
、
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
財
産
は
、
相
続
人
の
も
と

に
相
続
さ
れ
る
。
そ
の
時
か
ら
、
財
産
を
取
得
あ
る
い
は
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
長
期
に
わ
た
り
法
廷
に
証
人
と
し
て
出
廷
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
既
に
婚
姻
を
し
て
い
る
場
合
に
は
婚
姻
関
係
が
解
消
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
い
つ
で

も
、
重
労
働
（
沼
地
の
干
拓
（A

ustrocknen von S
üm

pfen

）、
要
塞
の
建
築
、
採
石
場
で
の
労
働
）
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
の
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
、
思
い
鉄
の
玉
を
付
け
た
長
い
鎖
に
繋
ぐ
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

ｃ
）
刑
の
量
定
と
犯
罪
不
成
立
の
理
由
（Strafaufhebungsgründe

）
に
つ
い
て

aa
）
刑
の
量
定
、
刑
の
減
軽
及
び
加
重
の
理
由

刑
の
量
定
に
関
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
は
、
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
則
が
あ
る
。

「
裁
判
官
は
、
法
的
に
承
認
さ
れ
た
刑
罰
の
判
決
を
下
す
こ
と
の
み
が
許
さ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
た
な
刑
と
い
う
害
悪
を
発

見
す
る
と
い
う
裁
判
官
の
権
力
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。」

個
人
は
、
あ
る
特
定
の
犯
罪
行
為
を
行
え
ば
ど
の
よ
う
な
刑
罰
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
裁
判

官
に
は
あ
る
程
度
の
裁
量
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
法
律
が
絶
対
的
な
刑
罰
を
規
定
し
て
い
な
い
限
り
、
特
別
な
事
件
に
お
け
る
刑
の
加
重
あ
る
い
は
減
軽
と
し
て
の
固
有
の
事

七



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
四
四
）

由
に
従
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
程
度
に
刑
の
量
を
定
め
る
こ
と
は
（
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
九
〇
条
）、
裁
判
官
の
任
務
で
あ
る
。
可
罰

性
の
程
度
は
、
法
に
違
反
す
る
大
き
さ
（G

röße

）、
被
害
者
の
数
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
国
家
が
自
ら
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
と

い
う
事
実
、
及
び
、
意
思
の
法
違
反
（G

esetzw
idrigkeit des W

illens

）
に
従
っ
て
、
上
昇
し
た
り
減
少
し
た
り
す
る
（
バ
イ
エ
ル

ン
刑
法
典
九
一
条
以
下
）。」

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
九
三
条
は
、
刑
を
減
軽
す
る
多
く
の
理
由
を
規
定
し
て
い
る
。
犯
罪
者
が
自
分
の
行
っ
た
犯
罪
行
為
の
違
法
性
を

認
識
で
き
な
い
場
合
に
は
、
可
罰
性
が
減
少
し
て
い
た
。
も
し
、
犯
罪
者
が
錯
覚
（T

äuschung

）
あ
る
い
は
脅
迫
に
よ
り
、
犯
罪
行
為
を

行
う
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
貧
困
に
よ
り
犯
罪
行
為
を
行
う
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
無
理
や
り
犯
罪
を
行
う
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

あ
る
い
は
、
犯
罪
行
為
が
弁
解
の
で
き
る
激
情
に
駆
ら
れ
て
犯
罪
を
行
っ
た
（die T

at einer “entschuldigten L
eidenschaft ”

）
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
最
後
に
、

「
行
為
者
の
振
る
舞
い
か
ら
、
所
為
（
犯
罪
行
為
）
を
行
っ
た
際
、
あ
る
い
は
、
そ
の
後
、
軽
い
程
度
の
道
徳
的
な
堕
落

（V
erdorbenheit

）
及
び
粗
暴
（V

erw
ilderung

）
で
済
む
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
以
前
の
生
活
の
変
化
か
ら
、
犯
罪
を
行
っ
た
場

合
で
あ
る
。」

刑
の
加
重
、
と
り
わ
け
、
累
犯
を
理
由
と
す
る
も
の
は
、
問
題
と
な
り
う
る
（
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
一
一
条
以
下
）。 八



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
四
五
）

bb
）
犯
罪
不
成
立
の
理
由

一
八
一
三
年
公
布
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
は
、
犯
罪
を
不
成
立
に
さ
せ
る
多
く
の
理
由
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
は
、
八
歳
以
下
の
子
供
、
ま
た
、
精
神
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
者
が
挙
げ
ら
れ
る
（
同
法
一
二
〇
条
）。
同
様
に
、
克
服
不
能
で
有
責

で
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
状
態
で
、
許
さ
れ
、
ま
た
、
非
難
に
値
し
な
い
と
考
え
て
い
て
実
行
行
為
を
行
っ
た
者
、
同
様
に
、
現
在
及
び

避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
命
に
対
す
る
危
険
と
結
び
つ
い
て
い
る
抵
抗
し
が
た
い
身
体
的
な
暴
力
、
ま
た
は
、
脅
迫
に
よ
っ
て
、
犯
罪

行
為
を
行
う
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
者
に
つ
い
て
も
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
規
定
し
て
い
た
（
同
法
一
二
一
条
）。

ま
た
、
公
務
員
（S

taatsbeam
eter

）
に
つ
い
て
も
、
上
司
の
命
に
よ
り
、
犯
罪
行
為
を
行
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
断

る
こ
と
で
公
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
犯
罪
が
成
立
す
る
場
合
に
も
、
犯
罪
が
成
立
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

た
だ
命
じ
ら
れ
た
範
囲
に
つ
い
て
の
み
で
責
任
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
た
場
合
に
は
別
で
あ
る
（nur der befehlende T

heil 

verantw
ortlich, nicht der gehorchende

）（
同
法
一
二
二
条
）。

次
に
、
重
要
な
犯
罪
不
成
立
の
理
由
と
し
て
、
正
当
防
衛
あ
る
い
は
緊
急
援
助
（N

otw
ehr bzw

. N
othilfe

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
正
当

防
衛
は
、
侵
害
の
時
点
で
国
家
に
よ
っ
て
助
け
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
に
の
み
、
適
法
と
さ
れ
て
い
た
（
同
法
一
二
五
条
）。

ま
た
、
ま
ず
、
自
ら
侵
害
を
避
け
る
あ
る
い
は
そ
れ
を
無
に
帰
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
基
準
に
従
っ
て
適
法
な

正
当
防
衛
の
行
為
は
、
必
要
な
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
法
一
二
八
条
）、
一
定
の
法
益
侵
害
の
み
が
発
生
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
（
同
法
一
二
九
条
）。
正
当
防
衛
の
際
に
、
防
衛
を
す
る
者
が
、
思
慮
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

で
驚
い
て
過
度
に
恐
怖
心
か
ら
、
前
述
の
限
界
を
超
え
た
場
合
に
は
、
限
界
を
超
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
が
成
立
し
な
か
っ
た

（
同
法
一
三
〇
条
以
下
）。

九



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
四
六
）

最
後
に
、
既
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
同
一
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
再
び
処
罰
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と

い
う
二
重
処
罰
の
禁
止
の
原
則
が
あ
る
（
同
法
一
三
七
条
以
下
）。

３
．「
法
律
無
け
れ
ば
刑
罰
な
し
」
及
び
明
確
性
の
原
則

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
中
心
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
刑
法
の
大
原
則
（höchste 

［s

］ P
rincip des peinl. 

R
echts

）
と
記
述
し
た
表
現
が
あ
る
。

「
国
家
に
お
け
る
法
的
な
刑
罰
は
全
て
、
法
以
外
の
維
持
に
と
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
法
的
な
結
果
で
あ
り
、
ま
た
、
法
に

よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
感
性
的
害
悪
を
伴
う
法
違
反
で
あ
る
。」

こ
の
基
本
原
則
は
、
啓
蒙
主
義
の
思
想
か
ら
生
じ
た
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
初
め
て
表
現
さ
れ
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン

刑
法
典
一
条
も
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
法
律
が
一
定
の
害
悪
を
も
っ
て
威
嚇
し
て
い
る
違
法
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
者
は
、
刑
罰
と
し
て
そ

の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
害
悪
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
こ
か
ら
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
、
次
の
副
次
的
な
諸
原
則
（untergeordnete G

rundsätze

）
が
導
き
出
さ
れ
る
。

一
一



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
四
七
）

「
Ｉ
）
全
て
の
科
刑
は
、
刑
法
を
前
提
と
す
る
（N

ulla poena sine lege

）。
な
ぜ
な
ら
、
た
だ
、
法
に
よ
っ
て
害
悪
の
威
嚇
が

刑
の
概
念
と
法
的
な
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。」

「
Ⅱ
）
科
刑
は
、
威
嚇
さ
れ
た
行
為
の
存
在
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
（N

ulla poena sine crim
ine

）。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
に

よ
っ
て
、
行
為
に
対
し
て
威
嚇
さ
れ
た
刑
罰
は
、
法
的
に
必
要
な
前
提
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

「
Ⅲ
）
法
律
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
（
法
的
な
前
提
）
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
刑
罰
（N

ullum
 crim

en sine poena 

legali

）
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
に
よ
っ
て
、
必
要
な
法
的
な
効
果
と
し
て
の
害
悪
が
、
一
定
の
法
違

反
と
結
び
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
明
確
性
の
要
求
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
の
目
的
論
と
相
互
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
刑
罰
法
規
に
と
っ
て
明
確

性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
威
嚇
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う
刑
の
目
的
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
市
民
は
、
市
民
に
一
定
の

あ
る
行
為
に
と
っ
て
一
定
の
刑
罰
が
、
そ
の
時
々
の
法
律
で
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
要
な

意
味
に
お
い
て
、
私
は
、
一
定
の
行
為
の
み
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅲ
．
今
日
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
諸
原
則

一
八
一
三
年
公
布
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
は
、
多
く
の
点
に
お
い
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
に
、
そ
の
後

の
時
代
に
公
布
さ
れ
た
全
て
の
刑
法
典
の
模
範
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
効
力
を
持
っ
て
い
る
一
八
七
一
年
公

布
の
刑
法
典
（
一
九
九
八
年
一
一
月
一
三
日
版
）
に
も
妥
当
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
者
の
法
律
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
類

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
四
八
）

似
点
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

既
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
起
草
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
故
意
及
び
過
失
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
（
現
行
刑
法
典
一
五

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
錯
誤
（
現
行
刑
法
典
一
六
条
及
び
一
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
犯
罪
不
成
立
の
根
拠
（
現
行
刑
法
典
一
九
条
及
び
二
〇

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
未
遂
（
現
行
刑
法
典
の
二
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）、
正
犯
及
び
共
犯
（
現
行
刑
法
典
二
五
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い

る
）、
正
当
防
衛
及
び
緊
急
避
難
（
現
行
刑
法
典
三
二
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
）
等
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
次
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
学
説
の
う
ち
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
近
代
刑
法
の
父
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
の
で

き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
特
に
関
心
が
あ
り
ま
た
特
に
重
要
な
説
の
い
く
つ
か
に
限
っ
て
、
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
．
刑
の
目
的
論

刑
法
の
目
的
に
関
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
全
て
の
者
の
相
互
自
由
の
維
持
の
必
要
性
（N

othw
endigkeit der E

rhaltung der 

w
echselseitigen F

reiheit A
ller, 

［
…
］.

）
を
述
べ
て
い
た
。
今
日
で
は
、
人
間
の
共
同
体
に
お
け
る
秩
序
が
あ
り
か
つ
有
益
な
共
生
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
今
日
で
は
、
既
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
時
代
と
同
様
に
、
二
つ
の
刑
の
目
的

に
つ
い
て
の
学
説
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
は
、
絶
対
的
応
報
刑
論
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
特
に
カ
ン
ト
及
び

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
刑
を
既
に
行
わ
れ
た
違
法
に
対
す
る
報
復
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
相
対
主
義
が
あ

り
、
こ
れ
は
、
刑
の
一
般
予
防
及
び
特
別
予
防
を
考
慮
し
て
い
る
。
前
者
の
考
え
方
は
、
積
極
的
に
は
、
法
秩
序
に
お
け
る
全
て
の
者
の

信
頼
を
強
化
し
、
消
極
的
に
は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
る
前
に
威
嚇
を
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
特
別
予
防
は
、
積
極
的
に
、
行
為
者
を

良
く
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
再
社
会
化
を
導
こ
う
と
し
、
消
極
的
に
は
、
行
為
者
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
二



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
四
九
）

こ
れ
ら
の
理
論
の
う
ち
、
ど
の
理
論
が
今
日
の
刑
法
で
妥
当
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
ま
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
消
極

的
一
般
予
防
を
貫
こ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
刑
法
を
一
目
見
る
と
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
現
行
刑
法
典
四
六
条
一
項
一
文
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「（
行
為
者
の
）
責
任
は
、
刑
の
量
定
の
基
礎
で
あ
る
。」

従
っ
て
、
行
為
者
の
責
任
が
刑
の
量
定
に
と
っ
て
の
最
も
最
上
位
の
基
準
点
で
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
と
り
わ
け
、
カ
ン
ト
及
び

ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
説
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
自
然
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
既
に
行
わ
れ
た
違
法
の
報
復
を
基
礎
と
し

て
い
る
。
行
為
者
は
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
、
自
ら
、
ふ
さ
わ
し
い
程
度
に
量
定
さ
れ
た
刑
に
よ
っ
て
制
裁
を
科
せ
ら
れ
る
と
い
う

責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、
同
条
の
二
文
で
は
同
様
の
規
定
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
刑
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
期
待
で
き
る
効
果
は
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、（
連
邦
）
刑
事
執
行
法
（（B

undes-

） S
trafvollzugsgesetz

）
二
条
は
、
よ
り
明
確
に
、
以
下
の
よ
う
に
、
規

定
し
て
い
る
。

一
三



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
五
〇
）

「
自
由
刑
の
執
行
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
に
は
、
社
会
に
お
け
る
責
任
の
も
と
で
、
将
来
、
再
び
犯
罪
を
せ
ず
に
生
活
す
る
こ

と
が
で
き
る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
刑
の
執
行
は
、
再
犯
か
ら
一
般
公
衆
を
守
る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。」

こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
、
明
確
に
、
特
別
予
防
、
す
な
わ
ち
、
積
極
的
な
特
別
予
防
（
同
条
一
文
、
再
社
会
化
）
及
び
消
極
的
な
特
別

予
防
（
社
会
の
保
護
）
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
復
讐
的
な
考
え
と
と
も
に
、
特
別
予
防
の
観
点

も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
刑
法
典
四
七
条
も
さ
ら
な
る
観
点
を
提
供
し
て
い
る
。

「
六
月
以
下
の
自
由
刑
は
、
裁
判
所
が
、
特
別
な
事
情
…
す
な
わ
ち
、
自
由
刑
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
…
法
秩
序
を
守
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
と
考
え
る
場
合
に
の
み
、
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。」

従
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
及
び
一
般
予
防
に
、
わ
れ
わ
れ
は
到
達
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
、
他
の
犯
罪

行
為
を
行
お
う
と
し
て
い
る
者
が
、
類
似
の
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
威
嚇
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
秩
序
は
、
自

由
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
（K

am
m

ergericht

）
は
、

一
九
九
二
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
に
お
い
て
、
明
確
に
答
え
て
い
る
。

「
法
秩
序
を
守
る
た
め
に
短
期
の
自
由
刑
の
執
行
が
必
要
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
自
由
刑
が
市
民
の
法
遵
守
の
態
度

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
が
、
重
大
な
基
準
で
あ
る
。
刑
法
典
四
七
条
一
項
を
適
用
す
る
際
に
は
、
常
に
、
法
に
忠
実

一
四



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
五
一
）

な
市
民
及
び
判
決
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
市
民
の
推
測
さ
れ
る
反
応
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
類
似
の
犯
罪
が
行
わ
れ
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
。
将
来
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
行
為
者
の
威
嚇
は
、
直
接
は
、
自
由
刑
を
選
択
す
る
こ
と

を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。」

ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
高
等
裁
判
所
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
は
逆
の
立
場
に
立
つ
。
同
裁
判
所
判
決
は
、
明
確
に
威
嚇
の
考
え
を
、
少

な
く
と
も
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
退
け
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
心
理
強
制
説
が
今
日
で
も
支
持
を
失
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
謀
殺
罪
（
計
画
し
て
殺
害
す
る
）
が
法
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
七
年
六
月
二
一
日
の
有
名

な
判
決
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
自
由
刑
の
威
嚇
効
果
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
疑

い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
威
嚇
効
果
は
、
完
全
に
は
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
結
局
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に

し
た
（
ま
た
、
直
接
は
、
終
身
刑
は
、
行
為
者
が
刑
罰
を
避
け
る
た
め
に
、
他
の
解
決
策
を
探
す
場
合
に
、
影
響
を
与
え
る
）。
刑
に
つ
い
て
の
心
理

的
強
制
を
支
持
す
る
者
は
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
、
確
実
に
、
そ
う
表
現
す
る
だ
ろ
う
。

ｂ
）
刑
の
減
軽
理
由
及
び
犯
罪
不
成
立
の
理
由

aa
）
刑
の
減
軽

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
刑
の
量
定
は
、
今
日
で
は
、
ま
ず
、
行
為
者
が
自
ら
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
責
任
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

（
刑
法
典
四
六
条
一
項
一
文
）。
今
日
の
ド
イ
ツ
の
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
示
し
た
刑
の
減
軽
事
由
、
す
な
わ
ち
、
貧

困
か
ら
自
ら
犯
罪
を
行
う
よ
う
に
誘
惑
す
る
こ
と
（das S

ich-V
erleitenlassen von A

rm
ut

）、
突
然
あ
る
い
は
免
責
さ
れ
る
激
情
に
よ
り

一
五



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
五
二
）

自
己
を
忘
れ
て
犯
罪
を
行
う
場
合
（das S

ich-H
inreißenlassen durch eine plötzliche G

elegenheit oder eine entschuldigende 

L
eidenschaft

）
の
よ
う
な
も
の
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。
刑
法
典
四
六
条
二
項
二
文
は
、
裁
判
所
が
行
為
者
の
責
任
の
量
を
認
定
す
べ
き

様
々
な
考
慮
基
準
を
列
挙
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
の
動
機
と
目
的
、
そ
の
信
念
、
義
務
違
反
の
程
度
、
実
行
行
為
及
び
そ
の
影
響

の
性
質
、
行
為
者
の
犯
罪
前
の
経
歴
、
並
び
に
、
行
為
者
の
人
的
経
済
的
な
関
係
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
犯
行
後
の
行
為
者
の
態
度
で
あ

る
。典

型
的
な
刑
の
減
軽
事
由
は
、
今
日
で
は
、
例
え
ば
、
刑
法
典
二
一
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
精
神
的
な
理
由
か
ら
、

行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
違
法
性
の
認
識
、
あ
る
い
は
、
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
犯
罪
行
為
を
行
う
能
力
が
か
な
り
の
程
度
減
少
さ
れ
て
い

る
限
り
で
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
九
三
条
に
お
け
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
規
定
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

道
徳
的
な
堕
落
（V

erdorbenheit

）
及
び
粗
暴
（V

erw
ilderung

）
の
程
度
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
今
日
の
刑
法
で
は
、
も
は
や
何
の
役

割
も
持
た
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
は
、
今
日
の
法
の
理
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
程
度
の
軽
い

道
徳
的
な
堕
落
、
及
び
、
従
っ
て
、
刑
の
減
軽
と
し
て
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
り
示
さ
れ
た
前
兆
は
、
全
く
類
の
か
た
ち
で
、
今
日

で
も
存
在
し
て
い
る
。
現
行
刑
法
典
四
六
条
ａ
は
、
行
為
者
が
損
害
回
復
を
努
力
し
た
場
合
、
行
為
者
が
よ
り
重
い
犯
罪
の
解
明
に
寄
与

し
た
あ
る
い
は
そ
の
発
生
を
阻
止
し
た
場
合
に
（
同
四
六
条
ｂ
。
王
冠
証
人
規
定
（K

ronzeugeregelung

））、
刑
の
減
軽
あ
る
い
は
刑
の
放
棄

が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
放
火
の
事
案
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
か
な
り
の
損
害
が
生
じ
る
前
に
、
行
為
者
が
火
を
消
す
と
い
っ
た
よ

う
に
（
同
条
三
〇
六
条
ｅ
）、
行
為
者
が
悔
悛
の
情
を
示
し
た
（tätige R

eue
）
場
合
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
他
の
規
定
も
存
在
し
て
い
る
。

今
日
の
観
点
か
ら
、
奇
異
に
思
え
る
も
の
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
子
ど
も
と
少
年
の
可
罰
性
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。

確
か
に
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
責
任
を
帰
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
八
歳
の
子
供
も

一
六



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
五
三
）

刑
務
所
に
お
い
て
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
日
で
は
、
刑
法
典
一
九
条
は
、
一
四
歳
以
下
の
子
供
に
つ
い
て
は
、
刑
事
責
任
が
な

い
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ま
ず
は
、
教
育
的
考
え
を
指
導
原
理
と
し
、
科
刑
を
た
だ
最
後
の
手
段
と
し
て
み
な
し
て
い
る
少
年
法

の
特
別
な
刑
罰
規
定
に
よ
り
、
一
八
歳
ま
で
は
刑
事
責
任
を
課
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
二
一
歳
ま
で
、

刑
事
責
任
が
免
じ
ら
れ
て
い
る
。

bb
）
刑
の
放
棄

既
に
一
八
一
三
年
公
布
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
の
刑
法
で
も
、
刑
を
放
棄
す
る
こ
と
と
な
る
様
々
な
状

況
を
承
認
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
二
〇
条
と
同
様
に
、
現
行
刑
法
典
二
〇
条
で
は
、
精
神
疾
患
に
よ
り
、
自
己
の
行
為
の
是

非
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
を
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
処
罰
さ
れ
な
い
。
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
無
知
に
よ
っ
て
、
自
己
の
行
為
の
不
可
罰
性
を
確
信
し
て
い
る
者
も
、
現
行
刑
法
典
一
七
条
に
よ
り
、
処
罰
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
二
一
条
は
、
相
応
す
る
規
定
を
設
け
て
い
た
。
そ
の
相
応
す
る
規
定
と
は
、
他
の
よ
り
高
い
法
益
の
脅
迫

を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
行
為
者
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
現
行
刑
法
典
三
四
条
及
び
同
三
五
条
に
よ
り
、
刑
罰
を
科
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
公
務
員
に
つ
い
て
も
、
今
日
で
は
、
も
は
や
、
お
い
そ
れ
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
二
二
条
が
一
定
の
範
囲
で
規

定
し
た
よ
う
に
、
公
務
員
が
命
令
に
よ
り
行
っ
た
行
為
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
公
務
員
に
と
っ
て
は
、
指
示

に
従
う
と
い
う
基
本
的
な
義
務
が
あ
り
（
連
邦
公
務
員
法
（B

undesbeam
tengesetz 

（B
B

G

））
五
五
条
二
文
）、
こ
の
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
公
務
員
が
指
示
の
違
法
性
に
疑
義
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
妥
当
す
る
（
同
法
五
六
条
二
項
三
文
）。
け
れ
ど
も
、
指
示
に
従
う

一
七



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
五
四
）

こ
と
は
違
法
あ
る
い
は
、
指
示
を
受
け
た
公
務
員
の
行
為
が
ま
さ
し
く
科
罰
的
と
な
る
場
合
に
は
、
限
界
が
あ
る
（
同
様
に
、
同
法
五
六
条

二
項
三
文
）。
指
示
に
従
う
こ
と
が
犯
罪
と
な
る
よ
う
な
指
示
に
公
務
員
が
従
わ
な
い
こ
と
が
自
由
な
場
合
に
は
、
そ
の
公
務
員
が
、
指
示

の
可
能
性
を
用
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
刑
法
上
は
、
完
全
に
、
刑
事
責
任
が
あ
る
。

ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
二
五
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
起
草
に
よ
る
正
当
防
衛
は
、
今
日
の
刑
法

典
三
二
条
に
お
い
て
、
再
び
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
詳
細
に
見
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
時
代
に
承
認
さ
れ
て
い
た

他
の
諸
原
則
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
該
当
す
る
者
は
、
基
本
的
に
は
、
侵
害
を
除
去
す
る
こ
と
を
試
み
て
は
な
ら
な
い
（
正
当
防
衛
の
権

利
が
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
の
権
利
は
基
本
的
に
全
て
の
法
益
を
下
回

る
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
、
特
に
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
正
当
防
衛
の
解
釈
は
、
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
も
妥
当
す
る
も
の
に
、
二
重
処
罰
の
禁
止
が
あ
る
。
こ
の
基
本
原
則
は
、
ボ
ン
基
本
法

一
〇
三
条
三
項
に
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お
り
（
何
人
も
同
一
の
行
為
に
よ
り
、
ま
た
、
一
般
刑
法
を
理
由
と
し
て
二
度
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
）、
従
っ
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

３
．
明
確
性
の
原
則

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
た
明
確
性
の
要
請
は
、
今
日
で
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
一
条
及
び
ボ
ン
基
本
法
一
〇
三
条
二

項
の
二
ヶ
条
に
お
い
て
の
み
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
五
五
）

「
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
る
前
に
、
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
可
罰
性
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
犯
罪
行
為
は
処
罰
す

る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
表
現
は
、
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
法
律
主
義
（G

esetzlichkeitsprinzip, nullum
 crim

en, nulla poena sine lege

）
と
し
て
表
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
刑
を
科
す
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
行
為
態
様
が
、
個
々
人
が
構
成
要
件
の
射
程
範
囲
を
認
識
す
る
、
あ
る
い
は
、
解
釈
に
よ
っ

て
探
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
具
体
的
に
、
刑
罰
規
定
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
資
産
刑
（V
erm

ögensstrafe

）
の
違
憲
判
決
を
言
い
渡
し
た
事
案
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
よ
り
厳

密
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
も
し
、
刑
法
及
び
秩
序
違
反
法
の
諸
規
定
が
、
説
明
さ
れ
た
方
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
明
瞭
さ
と

い
う
特
別
な
程
度
で
裁
判
官
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
程
度
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
除
外
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
通
常
の
場
合
は
、
名
宛
人
は
、
法
的
な
規
定
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
予
め
、
そ
の
態
度
が
可
罰
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
予

測
で
き
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
は
、
ま
ず
は
、
な
あ
え
て
人
に
見
分
け
の
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

法
的
な
構
成
要
件
が
理
解
で
き
る
語
義
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
基
準
と
な
る
。」

「
法
の
諸
規
定
の
解
釈
の
対
象
は
、
つ
ね
に
、
た
だ
、
条
文
だ
け
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
条
文
は
、
指
導
的
な
基
準
を
提
供
す
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
の
あ
る
い
る
語
義
は
、
許
さ
れ
る
法
的
な
解
釈
の
最
も
外
れ
た
限
界
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
ボ
ン
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
が
、
刑
法
と
秩
序
違
反
の
威
嚇
を
認
識
で
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
予
め
予
見
で
き
る
よ

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
五
六
）

う
に
、
名
宛
人
に
求
め
て
い
れ
ば
、
こ
の
語
義
は
、
市
民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
意
味
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

「
あ
る
規
定
が
見
分
け
の
つ
く
語
義
を
超
え
て
、
法
解
釈
が
あ
る
態
度
を
処
罰
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

市
民
に
刑
罰
を
科
す
と
い
う
負
担
を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
あ
る
刑
罰
法
規
の
規
範
の
語
義
が
も
は
や
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
無
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

今
日
の
刑
法
典
が
、
市
民
に
と
っ
て
、
常
に
、
ど
の
態
度
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
ふ
さ
わ
し
い
基
礎
を

意
味
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
前
述
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
条
項
及
び
補
充

を
必
要
と
す
る
概
念
は
、
全
く
、
明
確
性
の
要
請
に
反
す
る
法
規
範
を
導
く
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
刑
法
典
の
諸
規
定
に
お
い
て
は
、
少
な

く
と
も
、
許
容
性
の
程
度
は
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
く
見
え
る
。
例
え
ば
、
現
行
刑
法
典
一
八
五
条
（
侮
辱
）、
よ
り
新

し
い
規
定
で
あ
る
同
法
二
三
八
条
（
ス
ト
ー
キ
ン
グ
）、
同
法
二
四
〇
条
（
強
要
）
に
い
う
暴
力
概
念
、
あ
る
い
は
、
同
法
二
六
六
条
（
背

任
）、
こ
れ
ら
は
、
こ
こ
で
は
憂
慮
す
べ
き
も
の
と
評
価
で
き
る
。

４
．
手
続
上
の
諸
原
則

公
訴
の
提
起
の
権
限
及
び
有
罪
判
決
の
権
限
を
二
つ
の
組
織
に
委
ね
る
べ
き
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
過
去
の
認
識
は
、
今
日
の

ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
糾
問
手
続
、
す
な
わ
ち
、
起
訴
状
及
び
判

決
文
が
同
じ
組
織
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
訴
追
機
関
と
判
断
機
関
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
刑
事
訴
訟
手
続
は
、
過
去
の
も

二
一



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
五
七
）

の
（passé

）
で
あ
る
。

ま
た
、
公
判
手
続
は
公
開
で
か
つ
口
頭
で
行
わ
れ
る
べ
き
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
要
求
は
、
今
日
の
基
本
原
則
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
公
判
手
続
の
公
開
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
構
成
法
一
六
九
条
一
項
（
判
決
及
び
決
定
の
言
渡
し
を
含
む
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
行
為

は
、
公
開
で
行
わ
れ
る
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
基
本
原
則
は
、
他
の
事
件
の
場
合
、
例
え
ば
、
少
年
刑
法
（
少
年
法
四
八
条
）
に
お
け

る
審
理
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
妥
当
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
要
求
に
関
し
て
言
え
ば
、

公
開
原
則
は
、
正
当
に
も
、
残
っ
て
い
る
。
裁
判
所
の
議
決
は
、
公
開
の
強
制
に
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

Ⅳ
．
む
す
び

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
近
代
刑
法
の
父
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
我
々
が
偉
大
な
ス
ケ
ッ
チ
を
見
れ
ば
、
彼

は
、
刑
法
の
本
質
的
な
土
台
を
作
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
起
草
し
た
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
は
、
多
く
の
点
で
、
今
日
ま
で
同
様
あ
る
い

は
類
似
の
か
た
ち
で
適
用
さ
れ
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
の
基
本
原
則
で
あ
る
、
犯
罪
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
、
と
い
う
原
則
は
、
今

日
で
は
、
最
も
流
行
し
て
い
る
刑
法
の
諸
原
則
で
あ
る
。
彼
の
学
説
及
び
業
績
は
、
拷
問
の
廃
止
、
責
任
能
力
の
調
査
、
及
び
、
一
定
の

人
的
な
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
者
に
対
す
る
刑
の
減
軽
、
身
体
の
せ
っ
か
ん
に
つ
い
て
の
医
師
に
よ
る
鑑
定
の
必
要
性
、
苦
痛
に
満
ち
た
死

刑
の
執
行
の
廃
止
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
屈
辱
的
な
死
体
の
切
断
と
い
っ
た
点
で
は
、
刑
法
の
人
間
化
の
た
め
に
、
寄
与
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
今
日
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
自
明
な
も
の
、
そ
れ
は
、
彼
の
時
代
に
は
未
知
の
領
域
で
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
訴
追
機
関
と
裁
判
所
の
組
織
的
な
分
離
あ
る
い
は
公
判
手
続
の
公
開
原
則
及
び
口
頭
主
義
を
要
求
し
て
い
た
。

他
方
で
、
我
々
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
、
今
日
の
観
点
か
ら
は
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
、
発
見
し

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
五
八
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
死
刑
、
鎖
で
つ
な
ぐ
刑
罰
、
市

民
を
単
に
威
嚇
す
る
た
め
の
刑
の
目
的
の
減
少
（
消
極
的
一
般
予
防
）、
及
び
、
子
供
の
処
罰
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
恣
意
的
な
処
罰
か
ら
、
必
然
的
に
従
わ
れ
る
法
典
に
編
ま
れ
た
か
た
ち
で
の
規
定
の
シ
ス
テ
ム

へ
の
道
を
導
い
て
お
り
、
そ
の
利
用
者
は
、
法
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
法
の
下
に
お
け
る
全

て
の
者
の
平
等
、
国
家
の
不
当
な
干
渉
か
ら
の
個
人
の
保
護
、
警
察
国
家
の
全
能
と
常
在
の
限
界
の
た
め
に
、
戦
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
多

く
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
（
フ
ォ
ン
）・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（P

aul Johann A
nselm

 

（von

） F
euerbach

）
は
近
代
刑
法
の
父
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
彼
に
よ
る
明
ら
か
な
明
確
性
の
原
則
を
表
現
し
た
こ

と
は
、
今
日
ま
で
存
在
し
て
い
る
、
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。
現
代
の
立
法
者
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
理
念
と
確
信
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
、
多
く
を
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

〔
注
記
〕

本
稿
は
、
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
一
〇
月
二
日
（
土
）
に
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ホ
フ
マ
ン

―

ホ

ラ
ン
ト
（K

laus H
offm

ann-H
olland

）
教
授
に
よ
る
講
演
「P

aul Johann A
nselm

 F
euerbach als B

egründer des m
odernen 

S
trafrechts S

trafrechtliche P
rinzipen gestern und heute

」（
近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
）
で
用
い
ら
れ
た
報
告
原
稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ス
・
ホ
フ
マ
ン

―

ホ
ラ
ン
ト
教
授
は
、
一
九
七
一
年
に
ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
（S

aarbrücken

）
で
生
ま
れ
、
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
・
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
（A

rthur K
reuzer

）
教
授
の
も
と
で
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
博
士
論
文
（D

issertation

）
で
あ
る
「
自
由
で
な
い
こ

二
二



近
代
刑
法
の
父
と
し
て
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　

過
去
と
今
日
の
刑
法
上
の
諸
原
則
（
滝
沢
）

（
五
五
九
）

と
の
限
界
─
刑
の
執
行
に
お
け
る
処
遇
理
由
に
よ
る
拒
否
の
輪
郭
」（G

renzen der U
nfreiheit-K

onturen der V
ersagungen aus 

B
ehandlungsgründen im

 S
trafvollzug

）
を
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
教
授
資
格
論
文
（H

abilitationsschrift

）
で
あ
る
「
刑
法
に
お
け
る
モ

デ
ル
論
─
犯
罪
学
及
び
刑
法
的
な
モ
デ
ル
論
の
試
み
の
分
析
」（D

er M
odellgedanke im

 S
trafrecht-E

ine krim
inologische und 

strafrechtliche A
nalyse von M

odellversuchen

）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ギ
ー
セ
ン
大
学
（Justus-L

iebig U
niversität G

ießen

）
に
提
出
し
、

二
〇
〇
八
年
三
月
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
（F

reie U
niversität B

erlin

）
法
学
部
（F

achbereich R
echtsw

issenschaft

）
の
正
教
授
で

あ
る
。

本
講
演
原
稿
で
は
、
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
提
唱
し
た
心
理
強
制
説
、
そ
の
起
草
に
か
か
る
バ
イ

エ
ル
ン
刑
法
典
の
諸
規
定
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
、
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
と
の
比
較
や
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
現
在
の
重
要
な
判
例
の

判
文
へ
の
影
響
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
公
演
原
稿
は
、
い
わ
ば
古
典
的
な
刑
法
理
論
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は

あ
る
も
の
の
、
現
在
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
新
し
い
流
れ
、
例
え
ば
、
い
く
ら
か
は
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ

る
資
産
刑
の
違
憲
判
決
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
へ
の
新
た
な
構
成
要
件
の
創
設
や
い
わ
ゆ
る
王
冠
証
人
規
定
の
刑
法
典
へ
の
盛
込
み
を
内
容
と

す
る
近
年
の
法
改
正
に
つ
い
て
も
、
言
及
さ
れ
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
比
較
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
提
唱
の
全
て

は
現
在
に
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
近
代
刑
法
の
父
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
刑
法
学
及

び
法
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
多
く
の
文
献
が
あ
る
も
の
の
、
本
講
演
原
稿
と
同
様
に
、
刑
法
理
論
に

つ
き
歴
史
的
な
考
察
の
枠
組
み
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
山
口
邦
夫
『
帝
国
崩
壊
後
（
一
八
〇
六
年
）
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
）、

同
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
刑
法
学
研
究
』（
尚
学
社
、
一
九
七
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
講
演
原
稿
を
翻
訳
し
て
い
る
手
前
、
注
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
。
本
講
演
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
完
全
原
稿
は
、

二
三



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
五
六
〇
）
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と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
ち
ら
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

二
四


